
令和５年度　Oracle Java SE Subscriptionサポート更新
No. 項目名等 質問内容 回答内容

1 ②仕様書
2-5-1. Oracle Java SE Subscriptionの更
新
表 2.5-1 Oracle JDK サポートライセンス一覧
（更新）

各「Oracle Java SE Subscription」の該当のサブスクリプションサービス期間内に、数量が増減することはない、
という考えでよろしいでしょうか︖

各「Oracle Java SE Subscription」の該当のサブスクリプションサービス期間内に、数量を増減させることはありません。

2 ②仕様書
2-5-1. Oracle Java SE Subscriptionの更
新
表 2.5-1 Oracle JDK サポートライセンス一覧
（更新）

（上記続き）
もし「Oracle Java SE Subscription」を導入している機器（サーバー等）が故障するなどして機器のスペックが
変更となり、今回調達する数量の増加が必要となった場合、本契約外のこと（追加となった数量の調達は、今回
の契約とは異なる別の契約で作業する）ということでよろしいでしょうか︖

何らかの事情で、サブスクリプションサービス期間内に「Oracle Java SE Subscription」の数量増加が必要となった場合、今回の契約とは別で対応することとなります。

3 ②仕様書
2-5-1. Oracle Java SE Subscriptionの更
新
表 2.5-1 Oracle JDK サポートライセンス一覧
（更新）

名称︓Oracle Java SE Subscription –
Processor
単位︓ﾗｲｾﾝｽ
数量︓20
サブスクリプションサービス期間︓令和6 年3 月
1 日から令和9 年3 月31 日まで

ソフトウェアライセンス等の既存契約情報に関す
る確認依頼の回答について（別紙参照）

既存契約情報の確認でご回答いただきました左記サブスクリプションサービス期間のライセンスに対し、
既存契約購入時の数量から2ライセンス増加しておりますが、
2ライセンス分の使用開始は、仕様書のサブスクリプションサービス期間「令和6年3月1日」以降の開始で
よろしいでしょうか︖

つまり、増加した数量のライセンスは、「令和6年2月29日」以前に使用されていないということでよろしいでしょう
か︖

2ライセンス分の使用開始は、仕様書に記載されているサブスクリプションサービス期間の開始日である「令和6年3月1日」からとなります。


